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プレミアム付商品券事業に係る自治体Ｑ＆Ａの送付について 

 

 

 平素より厚生労働省行政にご協力・ご理解承り、厚く御礼申し上げます。 

 先般、プレミアム付商品券（以下「商品券」という。）については、原則、医療や介護の自己負

担に充てることが可能である旨及び市町村等において、当該市町村等の区域内で商品券を使用可能

な事業者等を幅広く公募する旨、当局より事務連絡をお送りさせていただいたところです。 

 このことにつきまして、別添の自治体Ｑ＆Ａを市町村等へ送付しましたので、御了知いただくと

ともに、貴会会員へ周知いただきますよう、お願いいたします。 

 なお、制度全般に関するお問い合わせは内閣府プレミアム付商品券専用ダイヤルへ、各市町村等

における公募方法や公募時期等の詳細については、事業所の所在する市町村等へ御照会ください。

また、市町村等における制度の詳細については、内閣府プレミアム付商品券特設ホームページ内の

「各市区町村情報」ページもご参照ください。 

 

 （参考） 

■内閣府プレミアム付商品券専用ダイヤル 

 TEL：0570-02-2036（平日のみ：9時から 18時） 

 

■内閣府プレミアム付商品券特設ホームページ 

 https://www.02premium.go.jp 



 

プレミアム付商品券事業 自治体Ｑ＆Ａ 

 

 

問 プレミアム付商品券を「公的医療保険や公的介護保険の自己負担の支払いに充てるこ

とは可能」ということだが、公的医療保険等は必ず商品券の使用対象としなければなら

ないということか。 

答 本事業の商品券の使途については、実施要領において「市町村は、商品券の使用対象 

外となる物品又は役務（略）を定めることができる」とお示ししているところであり、

自治体の判断により、当該自治体の区域内に所在する医療機関等における公的医療保険

等の自己負担を使用対象外と定めることも可能という趣旨である。 

  なお、 

・平成 26 年度補正予算で実施したプレミアム付商品券事業では、新たな消費喚起を事業 

目的としていため公的医療保険等の自己負担に充てることは適当ではないと整理され  

ていたが、今回の事業では、低所得者や小さな乳幼児がいる世帯に対象を限定した上 

で、こうした世帯の消費の下支えを事業目的としているため、利用者の利便性を考慮 

し、公的医療保険等の自己負担に充てることを可能としており、取扱が異なっている 

こと、 

・保険診療においては自己負担額を過不足なく徴収する必要があるため、釣銭を出せな

い本商品券によって一部負担金等の支払いを受ける際には、一部負担金等の額を超え

る額面の商品券を受領してはならないことについて注意が必要であることから、事務

連絡により公的医療保険等の自己負担に充てることが可能であること等をお示しした

ところである。 

  こうした制度趣旨を踏まえ、商品券の使用対象をご検討いただきたい。 

 

問 公的医療保険や公的介護保険等の自己負担の支払いにプレミアム付商品券を使用して 

も差し支えないということであるが、高額療養費や高額介護サービス費として支払額の 

一部が還付される場合は換金に該当するおそれはないか。 

答 本商品券事業は、対象となる方々の消費税率引上げ直後の消費への影響を緩和し、税 

率引上げの１０月１日から半年間の消費を下支えするために実施するもの。このため、  

消費にはつながらないと考えられる換金性の高い商品等については使用対象外物品等と 

想定されることを実施要領の中でお示ししている。 

  他方で、高額療養費や高額介護サービス費等は、医療機関等に受診（介護サービスを 

利用）して現に支払った自己負担額について、一か月間の合計額が一定の限度額を超え 

た場合に、その超過額が保険者から還付されるものである。 

公的医療保険等の自己負担の支払いに商品券を充てた場合は、支払い時点で必要な医 

療・介護に係る保険給付を受ける対価として自己負担額を支払っているものであり、仮 

に事後的に支払額に応じた還付があったとしても、換金目的の使用にはあたらないと考 

えている。 

 

別添 


